
一
頁

政
令
第
百
七
号

地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
三
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
地
方
税
法
（
昭
和

二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

地
方
税
法
施
行
令

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）

第
八
条
の
六
第
一
項
、
第
二
項
第
一
号
及
び
第
六
項
中
「
第
四
十
二
条
の
九
第
四
項
」
の
下
に
「
、
第
四
十
二
条
の
十
二
の

三
第
五
項
」
を
加
え
る
。

第
八
条
の
九
第
一
項
中
「
第
六
十
八
条
の
十
五
第
五
項
」
の
下
に
「
、
第
六
十
八
条
の
十
五
の
四
第
五
項
」
を
加
え
、
同
条

第
二
項
第
一
号
中
「
第
四
十
二
条
の
十
一
第
五
項
」
の
下
に
「
、
第
四
十
二
条
の
十
二
の
三
第
五
項
」
を
、
「
第
六
十
八
条
の

十
五
第
五
項
」
の
下
に
「
、
第
六
十
八
条
の
十
五
の
四
第
五
項
」
を
加
え
る
。

第
八
条
の
十
第
一
項
中
「
第
四
十
二
条
の
十
一
第
五
項
」
の
下
に
「
、
第
四
十
二
条
の
十
二
の
三
第
五
項
」
を
加
え
る
。

第
八
条
の
十
三
第
一
項
、
第
八
条
の
十
七
第
一
項
、
第
八
条
の
二
十
第
一
項
及
び
第
八
条
の
二
十
三
第
一
項
中
「
第
四
十
二

条
の
九
第
四
項
」
の
下
に
「
、
第
四
十
二
条
の
十
二
の
三
第
五
項
」
を
加
え
る
。



二
頁

第
九
条
の
七
第
二
十
七
項
た
だ
し
書
を
削
る
。

「

第
五
十
七
条
第
一
項

地
方
税
法
施
行
令
第
二
十

第
二
十
条
の
三
第
一
項
の
表
法
人
税
法
第
五
十
九
条
第
二
項
の
項
中

え
ら
れ
た
第
五
十
七
条
第

「

第
五
十
七
条
第
一
項

地
方
税
法
施
行
令
第
二
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定

条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

れ
た
第
五
十
七
条
第
一
項

を

一
項

同
条
第
一
項

同
令
第
二
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

」

七
条
第
一
項

に
よ
り
読
み
替
え
ら

に
改
め
、
同
表
法
人
税
法
施
行
令
第
百
十
二
条
第
五
項
第
二
号
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

替
え
ら
れ
た
第
五
十

」

法
人
税
法
施
行
令
第

前
項

地
方
税
法
施
行
令
第
二
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら

百
十
二
条
第
六
項

れ
た
前
項



三
頁

法
人
税
法
施
行
令
第

、
法
第
五
十
七
条
第

、
地
方
税
法
施
行
令
第
二
十
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ

百
十
二
条
第
七
項

二
項

り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
五
十
七
条
第
二
項

生
じ
た
欠
損
金
額
と

生
じ
た
欠
損
金
額
又
は
個
別
欠
損
金
額
と
み
な
さ
れ
た

み
な
さ
れ
た

（
法
第
五
十
七
条
第

（
同
令
第
二
十
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

二
項

ら
れ
た
法
第
五
十
七
条
第
二
項

他
の
関
連
法
人
に
お

他
の
関
連
法
人
に
お
い
て
同
令
第
二
十
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の

い
て
同
条
第
一
項

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
五
十
七
条
第
一
項

他
の
関
連
法
人
の
前

他
の
関
連
法
人
の
前
九
年
内
事
業
年
度
の
所
得
の
金
額
の
計
算
上
損
金

九
年
内
事
業
年
度
の

の
額
又
は
個
別
帰
属
損
金
額

所
得
の
金
額
の
計
算

上
損
金
の
額

法
第
五
十
七
条
第
四

同
令
第
二
十
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら



四
頁

項
、
第
五
項
又
は
第

れ
た
法
第
五
十
七
条
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
な
い
も

九
項
の
規
定
に
よ
り

の
と
さ
れ
た
も
の
及
び
同
令
第
二
十
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規

な
い
も
の
と
さ
れ
た

定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
五
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当

も
の
及
び
同
条
第
三

該
他
の

項
の
規
定
に
よ
り
当

該
他
の

同
条
第
二
項
に
規
定

同
令
第
二
十
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら

す
る
未
処
理
欠
損
金

れ
た
法
第
五
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
未
処
理
欠
損
金
額
等

額特
定
資
産
譲
渡
等
損

特
定
資
産
譲
渡
等
損
失
相
当
欠
損
金
額
等
」

失
相
当
欠
損
金
額
」

第
五
項
の

同
令
第
二
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
五
項

の



五
頁

特
定
資
産
譲
渡
等
損

特
定
資
産
譲
渡
等
損
失
相
当
欠
損
金
額
等
を

失
相
当
欠
損
金
額
を

同
条
第
三
項
に

法
第
五
十
七
条
第
三
項
に

基
因
し
て
同
条
第
二

基
因
し
て
同
令
第
二
十
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読

項

み
替
え
ら
れ
た
法
第
五
十
七
条
第
二
項

法
人
税
法
施
行
令
第

欠
損
金
額
（
法
第
五

欠
損
金
額
又
は
個
別
欠
損
金
額
（
地
方
税
法
施
行
令
第
二
十
条
の
三
第

百
十
二
条
第
七
項
第

十
七
条
第
一
項

一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
五
十
七
条
第

一
号

一
項

同
条
第
二
項
又
は
第

同
令
第
二
十
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら

六
項

れ
た
法
第
五
十
七
条
第
二
項
若
し
く
は
第
六
項

欠
損
金
額
と

欠
損
金
額
又
は
個
別
欠
損
金
額
と

（
同
条
第
二
項

（
同
令
第
二
十
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

ら
れ
た
法
第
五
十
七
条
第
二
項



六
頁

特
定
資
産
譲
渡
等
損

特
定
資
産
譲
渡
等
損
失
相
当
欠
損
金
額
等

失
相
当
欠
損
金
額

同
条
第
四
項
、
第
五

同
令
第
二
十
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら

項
又
は
第
九
項

れ
た
法
第
五
十
七
条
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項

法
人
税
法
施
行
令
第

欠
損
金
額
（
法
第
五

欠
損
金
額
又
は
個
別
欠
損
金
額
（
地
方
税
法
施
行
令
第
二
十
条
の
三
第

百
十
二
条
第
七
項
第

十
七
条
第
一
項

一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
五
十
七
条
第

二
号

一
項

同
条
第
二
項
又
は
第

同
令
第
二
十
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら

六
項

れ
た
法
第
五
十
七
条
第
二
項
若
し
く
は
第
六
項

欠
損
金
額
と

欠
損
金
額
又
は
個
別
欠
損
金
額
と

同
条
第
四
項
、
第
五

同
令
第
二
十
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら

項
又
は
第
九
項

れ
た
法
第
五
十
七
条
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項

同
条
第
一
項

同
令
第
二
十
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら



七
頁

れ
た
法
第
五
十
七
条
第
一
項

損
金
の
額

損
金
の
額
又
は
個
別
帰
属
損
金
額

法
第
五
十
七
条
第
四

同
令
第
二
十
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら

項
、
第
五
項
又
は
第

れ
た
法
第
五
十
七
条
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項

九
項

同
条
第
三
項

同
令
第
二
十
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら

れ
た
法
第
五
十
七
条
第
三
項

未
処
理
欠
損
金
額

未
処
理
欠
損
金
額
等

特
定
資
産
譲
渡
等
損

特
定
資
産
譲
渡
等
損
失
相
当
欠
損
金
額
等

失
相
当
欠
損
金
額

法
人
税
法
施
行
令
第

第
六
項
の

地
方
税
法
施
行
令
第
二
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら

百
十
二
条
第
八
項

れ
た
第
六
項
の

、
前
項

、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
前
項



八
頁

第
六
項
中

同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
六
項
中

第
二
十
条
の
三
第
一
項
の
表
法
人
税
法
施
行
令
第
百
十
二
条
第
八
項
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

法
人
税
法
施
行
令
第

第
五
項
か
ら
第
八
項

地
方
税
法
施
行
令
第
二
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら

百
十
二
条
第
十
一
項

ま
で

れ
た
第
五
項
か
ら
第
八
項
ま
で

第
五
項
中

同
令
第
二
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
五
項

中

同
条
第
二
項
又
は
第

同
令
第
二
十
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら

六
項
の
規
定
に
よ
り

れ
た
法
第
五
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
被
合
併
法
人
等
」
と

当
該
被
合
併
法
人
等

あ
る
の
は
「
当
該
適
格
組
織
再
編
成
等
の
前
に
同
令
第
二
十
条
の
三
第

」
と
あ
る
の
は
「
当

一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
五
十
七
条
第

該
適
格
組
織
再
編
成

二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
内
国
法
人

等
の
前
に
同
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
当



九
頁

該
内
国
法
人
の
欠
損

金
額
と
み
な
さ
れ
た

も
の
、
同
条
第
六
項

の
規
定
に
よ
り
当
該

内
国
法
人

第
六
項
中

同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
六
項
中

第
七
項
中

同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
七
項
中

第
二
十
条
の
三
第
一
項
の
表
法
人
税
法
施
行
令
第
百
十
二
条
第
九
項
の
項
中
「
第
百
十
二
条
第
九
項
」
を
「
第
百
十
二
条
第

十
二
項
」
に
改
め
、
同
表
法
人
税
法
施
行
令
第
百
十
二
条
第
九
項
第
一
号
イ
の
項
中
「
第
百
十
二
条
第
九
項
第
一
号
イ
」
を
「

第
百
十
二
条
第
十
二
項
第
一
号
イ
」
に
改
め
、
同
表
法
人
税
法
施
行
令
第
百
十
二
条
第
九
項
第
一
号
イ

の
項
中
「
第
百
十
二

(1)

条
第
九
項
第
一
号
イ

」
を
「
第
百
十
二
条
第
十
二
項
第
一
号
イ

」
に
改
め
、
同
表
法
人
税
法
施
行
令
第
百
十
二
条
第
九
項

(1)

(1)

第
一
号
イ

の
項
中
「
第
百
十
二
条
第
九
項
第
一
号
イ

」
を
「
第
百
十
二
条
第
十
二
項
第
一
号
イ

」
に
改
め
、
同
表
法
人

(2)

(2)

(2)

税
法
施
行
令
第
百
十
二
条
第
九
項
第
一
号
ロ
の
項
中
「
第
百
十
二
条
第
九
項
第
一
号
ロ
」
を
「
第
百
十
二
条
第
十
二
項
第
一
号



一
〇
頁

ロ
」
に
改
め
、
同
表
法
人
税
法
施
行
令
第
百
十
二
条
第
九
項
第
一
号
ハ
の
項
中
「
第
百
十
二
条
第
九
項
第
一
号
ハ
」
を
「
第
百

十
二
条
第
十
二
項
第
一
号
ハ
」
に
改
め
、
同
表
法
人
税
法
施
行
令
第
百
十
二
条
第
九
項
第
二
号
の
項
中
「
第
百
十
二
条
第
九
項

第
二
号
」
を
「
第
百
十
二
条
第
十
二
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
表
法
人
税
法
施
行
令
第
百
十
二
条
第
九
項
第
三
号
の
項
中
「
第

百
十
二
条
第
九
項
第
三
号
」
を
「
第
百
十
二
条
第
十
二
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
表
法
人
税
法
施
行
令
第
百
十
二
条
第
十
項
の

項
中
「
第
百
十
二
条
第
十
項
」
を
「
第
百
十
二
条
第
十
三
項
」
に
改
め
、
同
表
法
人
税
法
施
行
令
第
百
十
二
条
第
十
四
項
の
項

中
「
第
百
十
二
条
第
十
四
項
」
を
「
第
百
十
二
条
第
十
七
項
」
に
改
め
、
同
表
法
人
税
法
施
行
令
第
百
十
二
条
第
十
五
項
の
項

中
「
第
百
十
二
条
第
十
五
項
」
を
「
第
百
十
二
条
第
十
八
項
」
に
改
め
、
同
表
法
人
税
法
施
行
令
第
百
十
三
条
第
六
項
の
項
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

法
人
税
法
施
行
令
第

同
項
第
一
号
に
規
定

地
方
税
法
施
行
令
第
二
十
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

百
十
三
条
第
八
項

す
る
欠
損
金
額

読
み
替
え
ら
れ
た
前
条
第
七
項
第
一
号
に
規
定
す
る
欠
損
金
額
又
は
個

別
欠
損
金
額

法
人
税
法
施
行
令
第

前
条
第
七
項
第
一
号

地
方
税
法
施
行
令
第
二
十
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

百
十
三
条
第
八
項
第

に
規
定
す
る
欠
損
金

読
み
替
え
ら
れ
た
前
条
第
七
項
第
一
号
に
規
定
す
る
欠
損
金
額
又
は
個



一
一
頁

二
号

額

別
欠
損
金
額

法
人
税
法
施
行
令
第

前
項
の

地
方
税
法
施
行
令
第
二
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら

百
十
三
条
第
九
項

れ
た
前
項
の

法
人
税
法
施
行
令
第

前
三
項

地
方
税
法
施
行
令
第
二
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら

百
十
三
条
第
十
一
項

れ
た
前
三
項

同
項
第
一
号
に
規
定

同
令
第
二
十
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら

す
る
欠
損
金
額

れ
た
法
第
五
十
七
条
第
七
項
第
一
号
に
規
定
す
る
欠
損
金
額
又
は
個
別

欠
損
金
額

第
二
十
条
の
三
第
一
項
の
表
法
人
税
法
施
行
令
第
百
十
六
条
の
二
第
四
項
の
項
中
「
第
百
十
二
条
第
九
項
」
を
「
第
百
十
二

「

第
五
十
七
条
第
一
項

地
方
税
法
施

条
第
十
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
の
表
法
人
税
法
第
五
十
九
条
第
二
項
の
項
中

に
よ
り
読
み

「

第
五
十
七
条
第
一
項

地
方
税
法
施
行
令
第
二
十
条
の
三
第
二
項
の
規
定

行
令
第
二
十
条
の
三
第
二
項
の
規
定

れ
た
第
五
十
七
条
第
一
項



一
二
頁

を

替
え
ら
れ
た
第
五
十
七
条
第
一
項

同
条
第
一
項

同
令
第
二
十
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

」

七
条
第
一
項

に
よ
り
読
み
替
え
ら

に
改
め
、
同
表
法
人
税
法
施
行
令
第
百
十
二
条
第
五
項
第
二
号
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

替
え
ら
れ
た
第
五
十

」

法
人
税
法
施
行
令
第

前
項

地
方
税
法
施
行
令
第
二
十
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら

百
十
二
条
第
六
項

れ
た
前
項

法
人
税
法
施
行
令
第

、
法
第
五
十
七
条
第

、
地
方
税
法
施
行
令
第
二
十
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ

百
十
二
条
第
七
項

二
項

り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
五
十
七
条
第
二
項

生
じ
た
欠
損
金
額
と

生
じ
た
欠
損
金
額
又
は
個
別
欠
損
金
額
と
み
な
さ
れ
た

み
な
さ
れ
た

（
法
第
五
十
七
条
第

（
同
令
第
二
十
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え



一
三
頁

二
項

ら
れ
た
法
第
五
十
七
条
第
二
項

他
の
関
連
法
人
に
お

他
の
関
連
法
人
に
お
い
て
同
令
第
二
十
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の

い
て
同
条
第
一
項

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
五
十
七
条
第
一
項

他
の
関
連
法
人
の
前

他
の
関
連
法
人
の
前
九
年
内
事
業
年
度
の
所
得
の
金
額
の
計
算
上
損
金

九
年
内
事
業
年
度
の

の
額
又
は
個
別
帰
属
損
金
額

所
得
の
金
額
の
計
算

上
損
金
の
額

法
第
五
十
七
条
第
四

同
令
第
二
十
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら

項
、
第
五
項
又
は
第

れ
た
法
第
五
十
七
条
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
な
い
も

九
項
の
規
定
に
よ
り

の
と
さ
れ
た
も
の
及
び
同
令
第
二
十
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規

な
い
も
の
と
さ
れ
た

定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
五
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当

も
の
及
び
同
条
第
三

該
他
の

項
の
規
定
に
よ
り
当



一
四
頁

該
他
の

同
条
第
二
項
に
規
定

同
令
第
二
十
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら

す
る
未
処
理
欠
損
金

れ
た
法
第
五
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
未
処
理
欠
損
金
額
等

額特
定
資
産
譲
渡
等
損

特
定
資
産
譲
渡
等
損
失
相
当
欠
損
金
額
等
」

失
相
当
欠
損
金
額
」

第
五
項
の

同
令
第
二
十
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
五
項

の

特
定
資
産
譲
渡
等
損

特
定
資
産
譲
渡
等
損
失
相
当
欠
損
金
額
等
を

失
相
当
欠
損
金
額
を

同
条
第
三
項
に

法
第
五
十
七
条
第
三
項
に

基
因
し
て
同
条
第
二

基
因
し
て
同
令
第
二
十
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読

項

み
替
え
ら
れ
た
法
第
五
十
七
条
第
二
項



一
五
頁

法
人
税
法
施
行
令
第

欠
損
金
額
（
法
第
五

欠
損
金
額
又
は
個
別
欠
損
金
額
（
地
方
税
法
施
行
令
第
二
十
条
の
三
第

百
十
二
条
第
七
項
第

十
七
条
第
一
項

一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
五
十
七
条
第

一
号

一
項

同
条
第
二
項
又
は
第

同
令
第
二
十
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら

六
項

れ
た
法
第
五
十
七
条
第
二
項
若
し
く
は
第
六
項

欠
損
金
額
と

欠
損
金
額
又
は
個
別
欠
損
金
額
と

（
同
条
第
二
項

（
同
令
第
二
十
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

ら
れ
た
法
第
五
十
七
条
第
二
項

特
定
資
産
譲
渡
等
損

特
定
資
産
譲
渡
等
損
失
相
当
欠
損
金
額
等

失
相
当
欠
損
金
額

同
条
第
四
項
、
第
五

同
令
第
二
十
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら

項
又
は
第
九
項

れ
た
法
第
五
十
七
条
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項

法
人
税
法
施
行
令
第

欠
損
金
額
（
法
第
五

欠
損
金
額
又
は
個
別
欠
損
金
額
（
地
方
税
法
施
行
令
第
二
十
条
の
三
第



一
六
頁

百
十
二
条
第
七
項
第

十
七
条
第
一
項

一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
五
十
七
条
第

二
号

一
項

同
条
第
二
項
又
は
第

同
令
第
二
十
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら

六
項

れ
た
法
第
五
十
七
条
第
二
項
若
し
く
は
第
六
項

欠
損
金
額
と

欠
損
金
額
又
は
個
別
欠
損
金
額
と

同
条
第
四
項
、
第
五

同
令
第
二
十
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら

項
又
は
第
九
項

れ
た
法
第
五
十
七
条
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項

同
条
第
一
項

同
令
第
二
十
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら

れ
た
法
第
五
十
七
条
第
一
項

損
金
の
額

損
金
の
額
又
は
個
別
帰
属
損
金
額

法
第
五
十
七
条
第
四

同
令
第
二
十
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら

項
、
第
五
項
又
は
第

れ
た
法
第
五
十
七
条
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項

九
項



一
七
頁

同
条
第
三
項

同
令
第
二
十
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら

れ
た
法
第
五
十
七
条
第
三
項

未
処
理
欠
損
金
額

未
処
理
欠
損
金
額
等

特
定
資
産
譲
渡
等
損

特
定
資
産
譲
渡
等
損
失
相
当
欠
損
金
額
等

失
相
当
欠
損
金
額

法
人
税
法
施
行
令
第

第
六
項
の

地
方
税
法
施
行
令
第
二
十
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら

百
十
二
条
第
八
項

れ
た
第
六
項
の

、
前
項

、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
前
項

第
六
項
中

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
六
項
中

第
二
十
条
の
三
第
二
項
の
表
法
人
税
法
施
行
令
第
百
十
二
条
第
八
項
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

法
人
税
法
施
行
令
第

第
五
項
か
ら
第
八
項

地
方
税
法
施
行
令
第
二
十
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら

百
十
二
条
第
十
一
項

ま
で

れ
た
第
五
項
か
ら
第
八
項
ま
で

第
五
項
中

同
令
第
二
十
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
五
項



一
八
頁

中

同
条
第
二
項
又
は
第

同
令
第
二
十
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら

六
項
の
規
定
に
よ
り

れ
た
法
第
五
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
被
合
併
法
人
等
」
と

当
該
被
合
併
法
人
等

あ
る
の
は
「
当
該
適
格
組
織
再
編
成
等
の
前
に
同
令
第
二
十
条
の
三
第

」
と
あ
る
の
は
「
当

一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
五
十
七
条
第

該
適
格
組
織
再
編
成

二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
内
国
法
人

等
の
前
に
同
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
当

該
内
国
法
人
の
欠
損

金
額
と
み
な
さ
れ
た

も
の
、
同
条
第
六
項

の
規
定
に
よ
り
当
該

内
国
法
人



一
九
頁

第
六
項
中

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
六
項
中

第
七
項
中

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
七
項
中

第
二
十
条
の
三
第
二
項
の
表
法
人
税
法
施
行
令
第
百
十
二
条
第
九
項
の
項
中
「
第
百
十
二
条
第
九
項
」
を
「
第
百
十
二
条
第

十
二
項
」
に
改
め
、
同
表
法
人
税
法
施
行
令
第
百
十
二
条
第
九
項
第
一
号
イ
の
項
中
「
第
百
十
二
条
第
九
項
第
一
号
イ
」
を
「

第
百
十
二
条
第
十
二
項
第
一
号
イ
」
に
改
め
、
同
表
法
人
税
法
施
行
令
第
百
十
二
条
第
九
項
第
一
号
イ

の
項
中
「
第
百
十
二

(1)

条
第
九
項
第
一
号
イ

」
を
「
第
百
十
二
条
第
十
二
項
第
一
号
イ

」
に
改
め
、
同
表
法
人
税
法
施
行
令
第
百
十
二
条
第
九
項

(1)

(1)

第
一
号
イ

の
項
中
「
第
百
十
二
条
第
九
項
第
一
号
イ

」
を
「
第
百
十
二
条
第
十
二
項
第
一
号
イ

」
に
改
め
、
同
表
法
人

(2)

(2)

(2)

税
法
施
行
令
第
百
十
二
条
第
九
項
第
一
号
ロ
の
項
中
「
第
百
十
二
条
第
九
項
第
一
号
ロ
」
を
「
第
百
十
二
条
第
十
二
項
第
一
号

ロ
」
に
改
め
、
同
表
法
人
税
法
施
行
令
第
百
十
二
条
第
九
項
第
一
号
ハ
の
項
中
「
第
百
十
二
条
第
九
項
第
一
号
ハ
」
を
「
第
百

十
二
条
第
十
二
項
第
一
号
ハ
」
に
改
め
、
同
表
法
人
税
法
施
行
令
第
百
十
二
条
第
九
項
第
二
号
の
項
中
「
第
百
十
二
条
第
九
項

第
二
号
」
を
「
第
百
十
二
条
第
十
二
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
表
法
人
税
法
施
行
令
第
百
十
二
条
第
九
項
第
三
号
の
項
中
「
第

百
十
二
条
第
九
項
第
三
号
」
を
「
第
百
十
二
条
第
十
二
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
表
法
人
税
法
施
行
令
第
百
十
二
条
第
十
四
項

の
項
中
「
第
百
十
二
条
第
十
四
項
」
を
「
第
百
十
二
条
第
十
七
項
」
に
改
め
、
同
表
法
人
税
法
施
行
令
第
百
十
二
条
第
十
五
項



二
〇
頁

の
項
中
「
第
百
十
二
条
第
十
五
項
」
を
「
第
百
十
二
条
第
十
八
項
」
に
改
め
、
同
表
法
人
税
法
施
行
令
第
百
十
三
条
第
六
項
の

項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

法
人
税
法
施
行
令
第

同
項
第
一
号
に
規
定

地
方
税
法
施
行
令
第
二
十
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

百
十
三
条
第
八
項

す
る
欠
損
金
額

読
み
替
え
ら
れ
た
前
条
第
七
項
第
一
号
に
規
定
す
る
欠
損
金
額
又
は
個

別
欠
損
金
額

法
人
税
法
施
行
令
第

前
条
第
七
項
第
一
号

地
方
税
法
施
行
令
第
二
十
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

百
十
三
条
第
八
項
第

に
規
定
す
る
欠
損
金

読
み
替
え
ら
れ
た
前
条
第
七
項
第
一
号
に
規
定
す
る
欠
損
金
額
又
は
個

二
号

額

別
欠
損
金
額

法
人
税
法
施
行
令
第

前
項
の

地
方
税
法
施
行
令
第
二
十
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら

百
十
三
条
第
九
項

れ
た
前
項
の

法
人
税
法
施
行
令
第

前
三
項

地
方
税
法
施
行
令
第
二
十
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら

百
十
三
条
第
十
一
項

れ
た
前
三
項

同
項
第
一
号
に
規
定

同
令
第
二
十
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら



二
一
頁

す
る
欠
損
金
額

れ
た
法
第
五
十
七
条
第
七
項
第
一
号
に
規
定
す
る
欠
損
金
額
又
は
個
別

欠
損
金
額

第
二
十
条
の
三
第
二
項
の
表
法
人
税
法
施
行
令
第
百
十
六
条
の
二
第
四
項
の
項
中
「
第
百
十
二
条
第
九
項
」
を
「
第
百
十
二

条
第
十
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
百
十
二
条
第
十
一
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
」
を
「
第
百
十
二
条
第
十
四
項
か
ら

第
十
六
項
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
の
六
第
一
項
中
「
第
六
十
八
条
の
十
五
第
五
項
」
の
下
に
「
、
第
六
十
八
条
の
十
五
の
四
第
五
項
」
を
加
え
、

同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
第
四
十
二
条
の
十
一
第
五
項
」
の
下
に
「
、
第
四
十
二
条
の
十
二
の
三
第
五
項
」
を
、
「
第
六
十
八

条
の
十
五
第
五
項
」
の
下
に
「
、
第
六
十
八
条
の
十
五
の
四
第
五
項
」
を
加
え
る
。

第
二
十
四
条
の
七
第
一
項
中
「
第
四
十
二
条
の
十
一
第
五
項
」
の
下
に
「
、
第
四
十
二
条
の
十
二
の
三
第
五
項
」
を
加
え
る
。

第
三
十
七
条
の
十
二
中
「
（
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
法
附
則
第
九
条
第
三
項
又
は
第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
旧
独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
号
）
第
十
六
条

第
二
項
又
は
旧
農
用
地
整
備
公
団
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
四
十
三
号
）
第
二
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
改

良
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
換
地
の
取
得
を
含
む
。
）
」
を
削
り
、
同
条
各
号
中
「
並
び
に
独



二
二
頁

立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
法
附
則
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
旧
独
立
行
政

法
人
緑
資
源
機
構
法
第
十
六
条
第
二
項
及
び
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
法
附
則
第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お

そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
旧
農
用
地
整
備
公
団
法
第
二
十
三
条
第
二
項
」
を
削
る
。

第
四
十
八
条
の
十
三
第
二
十
八
項
た
だ
し
書
を
削
る
。

第
五
十
六
条
の
十
四
中
「
三
月
三
十
一
日
」
を
「
一
月
一
日
」
に
改
め
る
。

第
五
十
六
条
の
五
十
七
第
三
項
中
「
で
、
そ
の
構
造
が
簡
易
な
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
」
を
削
る
。

第
五
十
六
条
の
八
十
四
中
「
四
月
一
日
」
を
「
一
月
二
日
」
に
改
め
る
。

第
五
十
八
条
中
「
第
九
条
第
十
五
項
」
を
「
第
九
条
第
十
二
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
三
条
の
二
第
一
項
中
「
特
例
基
準
割
合
（
当
該
特
例
基
準
割
合
に
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は

、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。
）
」
を
「
年
に
お
け
る
特
例
基
準
割
合
」
に
改
め
る
。

附
則
第
三
条
の
二
の
二
第
一
項
中
「
（
以
下
本
条
」
を
「
（
当
該
期
間
内
に
法
附
則
第
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法

第
六
十
五
条
、
第
七
十
二
条
の
四
十
五
の
二
及
び
第
三
百
二
十
七
条
に
規
定
す
る
延
滞
金
の
割
合
を
同
項
に
規
定
す
る
特
例
基

準
割
合
と
す
る
年
に
含
ま
れ
る
期
間
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
期
間
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「



二
三
頁

本
項
」
を
「
こ
の
項
」
に
、
「
本
条
」
を
「
こ
の
条
」
に
改
め
る
。

附
則
第
四
条
の
五
第
一
項
中
「
附
則
第
五
条
の
六
第
一
項
」
を
「
附
則
第
五
条
の
七
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「

附
則
第
五
条
の
六
第
二
項
」
を
「
附
則
第
五
条
の
七
第
二
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
五
条
の
二
を
削
る
。

附
則
第
五
条
の
三
第
三
項
中
「
附
則
第
五
条
の
三
第
三
項
」
を
「
附
則
第
五
条
の
二
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
を
附
則
第
五

条
の
二
と
す
る
。

附
則
第
五
条
の
四
の
表
中
「
附
則
第
五
条
の
四
」
を
「
附
則
第
五
条
の
三
」
に
改
め
、
同
条
を
附
則
第
五
条
の
三
と
す
る
。

附
則
第
五
条
の
五
を
附
則
第
五
条
の
四
と
す
る
。

附
則
第
六
条
の
十
六
第
六
項
を
削
る
。

附
則
第
七
条
第
十
六
項
第
三
号
中
「
食
品
の
製
造
過
程
の
管
理
の
高
度
化
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
（
平
成
十
年
法
律
第
五
十

九
号
）
第
十
条
第
一
項
の
資
金
又
は
」
を
削
り
、
同
条
第
十
七
項
及
び
第
十
八
項
中
「
附
則
第
十
一
条
第
十
四
項
」
を
「
附
則

第
十
一
条
第
十
三
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
条
第
四
項
中
「
第
九
十
三
条
第
四
項
」
を
「
第
九
十
三
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。



二
四
頁

附
則
第
十
条
の
三
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
附
則
第
十
四
条
第
二
項
」
を
「
附
則
第
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
一
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
附
則
第
十
四
条
第
三
項
」
を
「
附
則
第
十
四
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同

条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
附
則
第
十
四
条
第
三
項
」
を
「
附
則
第
十
四
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項

と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
附
則
第
十
四
条
第
三
項
」
を
「
附
則
第
十
四
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同

条
第
六
項
中
「
附
則
第
十
四
条
第
四
項
」
を
「
附
則
第
十
四
条
第
三
項
」
に
改
め
、
「
旧
独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
法
」
の

下
に
「
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
号
）
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
す
る
。

附
則
第
十
一
条
第
二
項
第
一
号
ホ

中
「
五
千
立
方
メ
ー
ト
ル
」
を
「
六
千
立
方
メ
ー
ト
ル
」
に
改
め
、
同
号
ヘ

及
び
ト

(1)

(3)

中
「
又
は
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
自
動
化
保
管
装
置
」
を
「
、
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
自
動
化
保
管
装
置
又
は
同
項
第
六
号

(2)に
掲
げ
る
搬
出
貨
物
表
示
装
置
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
第
三
号
中
「
チ
ェ
ー
ン
」
の
下
に
「
又
は
ワ
イ
ヤ
ー
ロ
ー
プ
」
を
加

え
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

搬
出
貨
物
表
示
装
置
（
貨
物
の
搬
出
を
効
率
的
に
行
う
た
め
に
必
要
な
情
報
を
表
示
す
る
装
置
を
い
い
、
当
該
表
示
が

遠
隔
集
中
制
御
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
総
務
省
令
で
定
め
る
表
示
器
の
設
置
数
そ
の
他
の
基
準
に
適
合

す
る
も
の
に
限
る
。
）



二
五
頁

附
則
第
十
一
条
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
十
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
六
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
五

項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
十
一
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
七
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
六
項
」
に

改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
十
二
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
八
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
七
項
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
十
三
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
九
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
八
項
」
に
改
め
、
同
項
を

同
条
第
十
項
と
し
、
同
条
第
十
四
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
十
一
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
十
項
」
に
、
「
一
基
の
取
得
価

額
（
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
取
得
価
額
を
い
う
。
）
が
二
千
万
円
以
上
の
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る

」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

電
気
を
動
力
源
と
す
る
自
動
車
に
水
素
を
充
塡
す
る
た
め
の
設
備
で
あ
つ
て
、
一
基
の
取
得
価
額
（
総
務
省
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
取
得
価
額
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
一
億
五
千
万
円
以
上
の
設
備

二

専
ら
可
燃
性
天
然
ガ
ス
を
内
燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
用
い
る
自
動
車
に
可
燃
性
天
然
ガ
ス
を
充
塡
す
る
た
め
の
設
備
で

あ
つ
て
、
一
基
の
取
得
価
額
が
二
千
万
円
以
上
の
設
備

附
則
第
十
一
条
第
十
四
項
を
同
条
第
十
一
項
と
し
、
同
条
第
十
五
項
か
ら
第
十
八
項
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
十
九
項
中
「
附

則
第
十
五
条
第
十
四
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
十
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
二
項
と
し
、
同
条
第
二
十
項
中
「
附



二
六
頁

則
第
十
五
条
第
十
四
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
十
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
三
項
と
し
、
同
条
第
二
十
一
項
中
「

附
則
第
十
五
条
第
十
四
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
十
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
四
項
と
し
、
同
条
第
二
十
二
項
中

「
附
則
第
十
五
条
第
十
五
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
十
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
五
項
と
し
、
同
条
第
二
十
三
項

中
「
附
則
第
十
五
条
第
十
七
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
十
五
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
六
項
と
し
、
同
条
第
二
十
四

項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
十
八
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
十
六
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
七
項
と
し
、
同
条
第
二
十

五
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
十
八
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
十
六
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
八
項
と
し
、
同
条
第
二

十
六
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
十
九
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
十
七
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
九
項
と
し
、
同
条
第

二
十
七
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
二
十
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
十
八
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
十
項
と
し
、
同
条

第
二
十
八
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
二
十
一
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
十
九
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
十
一
項
と
し

、
同
条
第
二
十
九
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
二
十
二
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
二
十
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
十
二

項
と
し
、
同
条
第
三
十
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
二
十
三
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
二
十
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第

二
十
三
項
と
し
、
同
条
第
三
十
一
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
二
十
三
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
二
十
一
項
」
に
改
め
、
同
項

を
同
条
第
二
十
四
項
と
し
、
同
条
第
三
十
二
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
二
十
四
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
二
十
二
項
」
に
、



二
七
頁

「
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
が
指
定
し
た
公
益
財
団
法
人
」
を
「
そ
の
基
本
財
産
の
全
部
が
地
方
公
共
団
体
に
よ
り
拠

出
さ
れ
て
い
る
公
益
財
団
法
人
の
う
ち
指
定
法
人
（
海
上
物
流
の
基
盤
強
化
の
た
め
の
港
湾
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（

平
成
十
八
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
外
貿
埠
頭
公
団
の
解
散
及
び
業
務
の
承
継
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
法
人
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
準
ず
る

も
の
で
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
（
次
項
に
お
い
て
「
準
指
定
法
人
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
十
五
項

と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

法
附
則
第
十
五
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
公
益
財
団
法
人
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
指
定
法
人
及
び
準
指
定
法
人
と

26
す
る
。

附
則
第
十
一
条
第
三
十
三
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
二
十
五
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
二
十
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同

条
第
二
十
七
項
と
し
、
同
条
第
三
十
四
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
二
十
八
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
二
十
六
項
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
二
十
八
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

法
附
則
第
十
五
条
第
二
十
七
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
用
途
は
、
港
湾
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
四
号
）

29
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
係
留
と
す
る
。



二
八
頁

附
則
第
十
一
条
第
三
十
五
項
を
削
り
、
同
条
第
三
十
六
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
三
十
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
二
十
七

項
」
に
、
「
第
九
項
に
規
定
す
る
固
定
資
産
」
を
「
港
湾
法
第
五
十
五
条
の
七
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
用
途
港
湾
施
設
（
同

項
第
一
号
に
掲
げ
る
港
湾
施
設
に
限
る
。
）
で
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
の
う
ち

、
岸
壁
、
コ
ン
テ
ナ
貨
物
の
荷
さ
ば
き
を
行
う
た
め
の
固
定
的
な
施
設
及
び
護
岸
の
用
に
供
す
る
も
の
で
次
に
掲
げ
る
も
の
以

外
の
も
の
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

事
務
所
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産

二

宿
舎
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産

三

休
憩
施
設
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産

四

コ
ン
テ
ナ
貨
物
の
荷
さ
ば
き
を
行
う
た
め
の
固
定
的
な
施
設
の
う
ち
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
の
用
に
供
す
る
家
屋

附
則
第
十
一
条
第
三
十
六
項
を
同
条
第
三
十
項
と
し
、
同
条
第
三
十
七
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
三
十
一
項
」
を
「
附
則
第

十
五
条
第
二
十
八
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
十
一
項
と
し
、
同
条
第
三
十
八
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
三
十
二
項
」
を

「
附
則
第
十
五
条
第
二
十
九
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
十
二
項
と
し
、
同
条
第
三
十
九
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
三
十

二
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
二
十
九
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
十
三
項
と
し
、
同
条
第
四
十
項
中
「
附
則
第
十
五
条



二
九
頁

第
三
十
三
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
三
十
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
十
四
項
と
し
、
同
条
第
四
十
一
項
中
「
附
則
第

十
五
条
第
三
十
五
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
三
十
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
十
五
項
と
し
、
同
条
第
四
十
二
項
中

「
附
則
第
十
五
条
第
三
十
六
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
三
十
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
十
六
項
と
し
、
同
条
第
四

十
三
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
三
十
六
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
三
十
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
十
七
項
と
し
、

同
条
第
四
十
四
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
三
十
六
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
三
十
三
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
第
四

十
二
項
第
一
号
」
を
「
第
三
十
六
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
四
十
二
項
第
二
号
」
を
「
第
三
十
六
項
第
二
号

」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
十
八
項
と
し
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

法
附
則
第
十
五
条
第
三
十
八
項
に
規
定
す
る
港
湾
施
設
の
用
に
供
す
る
家
屋
及
び
償
却
資
産
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、

39
港
湾
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
港
湾
施
設
の
用
に
供
す
る
家
屋
及
び
償
却
資
産
の
う
ち
、
輸
入
さ
れ
る
ば
ら
積
み
の
貨

物
の
荷
さ
ば
き
を
行
う
た
め
の
家
屋
及
び
固
定
的
な
償
却
資
産
で
次
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
と
す
る
。

一

事
務
所
の
用
に
供
す
る
家
屋
及
び
償
却
資
産

二

宿
舎
の
用
に
供
す
る
家
屋
及
び
償
却
資
産

三

休
憩
施
設
の
用
に
供
す
る
家
屋
及
び
償
却
資
産



三
〇
頁

附
則
第
十
二
条
第
二
十
三
項
、
第
二
十
九
項
及
び
第
三
十
六
項
中
「
三
十
万
円
以
上
で
あ
る
」
を
「
五
十
万
円
を
超
え
る
」

に
改
め
る
。

附
則
第
十
二
条
の
二
を
削
る
。

附
則
第
二
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条

削
除

附
則
第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
附
則
第
十
一
条
第
七
項
及
び
第
三
十
二
項
、
附
則
第
十
一
条
の
二
第
二
項
第
二
号
並
び
に
前

条
第
二
項
」
を
「
附
則
第
十
一
条
第
二
十
五
項
及
び
第
二
十
六
項
並
び
に
附
則
第
十
一
条
の
二
第
二
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
十
七
条
の
二
の
見
出
し
中
「
延
長
」
を
「
延
長
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
附
則
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項

」
の
下
に
「
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
「
又
は
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
」

を
「
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
第
十
一
条
の
六
第
一
項
」
の
下
に
「
（
同
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
「
第
三
十
六
条
」
を
「
第
三
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
中
「
附
則
第
四
十
四
条
の
二
第
三
項
」
を
「
附
則
第
四
十
四
条
の
二
第
四
項
（
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
場

合
を
含
む
。
）
」
に
、
「
又
は
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め



三
一
頁

、
「
第
十
一
条
の
六
第
一
項
」
の
下
に
「
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
「
第
三

十
六
条
」
を
「
第
三
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

法
附
則
第
四
十
四
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
日
は
、
同
項
に
規
定
す
る
旧
家
屋
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
旧
家
屋
」
と
い
う
。
）
を
同
条
第
二
項
の
被
相
続
人
が
そ
の
取
得
（
建
設
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
し
た
日
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
旧
家
屋
が
当
該
被
相
続
人
に
係
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
家
屋
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る

場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
と
す
る
。

一

交
換
に
よ
り
取
得
し
た
家
屋
で
所
得
税
法
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
も
の

当
該
交
換
に
よ
り
譲

渡
を
し
た
家
屋
の
取
得
を
し
た
日

二

昭
和
四
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
以
前
に
所
得
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
八
号
）
に
よ

る
改
正
前
の
所
得
税
法
第
六
十
条
第
一
項
各
号
に
該
当
す
る
贈
与
、
相
続
、
遺
贈
又
は
譲
渡
に
よ
り
取
得
し
た
家
屋

当

該
贈
与
を
し
た
者
、
当
該
相
続
に
係
る
被
相
続
人
、
当
該
遺
贈
に
係
る
遺
贈
者
又
は
当
該
譲
渡
を
し
た
者
が
当
該
家
屋
の

取
得
を
し
た
日

三

昭
和
四
十
八
年
一
月
一
日
以
後
に
所
得
税
法
第
六
十
条
第
一
項
各
号
に
該
当
す
る
贈
与
、
相
続
、
遺
贈
又
は
譲
渡
に
よ



三
二
頁

り
取
得
し
た
家
屋

当
該
贈
与
を
し
た
者
、
当
該
相
続
に
係
る
被
相
続
人
、
当
該
遺
贈
に
係
る
遺
贈
者
又
は
当
該
譲
渡
を

し
た
者
が
当
該
家
屋
の
取
得
を
し
た
日

附
則
第
二
十
七
条
の
二
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

法
附
則
第
四
十
四
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
日
は
、
同
項
に
規
定
す
る
旧
家
屋
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
旧
家
屋
」
と
い
う
。
）
を
同
条
第
五
項
の
被
相
続
人
が
そ
の
取
得
（
建
設
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
し
た
日
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
旧
家
屋
が
当
該
被
相
続
人
に
係
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
家
屋
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る

場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
と
す
る
。

一

交
換
に
よ
り
取
得
し
た
家
屋
で
所
得
税
法
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
も
の

当
該
交
換
に
よ
り
譲

渡
を
し
た
家
屋
の
取
得
を
し
た
日

二

昭
和
四
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
以
前
に
所
得
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
八
号
）
に
よ

る
改
正
前
の
所
得
税
法
第
六
十
条
第
一
項
各
号
に
該
当
す
る
贈
与
、
相
続
、
遺
贈
又
は
譲
渡
に
よ
り
取
得
し
た
家
屋

当

該
贈
与
を
し
た
者
、
当
該
相
続
に
係
る
被
相
続
人
、
当
該
遺
贈
に
係
る
遺
贈
者
又
は
当
該
譲
渡
を
し
た
者
が
当
該
家
屋
の

取
得
を
し
た
日



三
三
頁

三

昭
和
四
十
八
年
一
月
一
日
以
後
に
所
得
税
法
第
六
十
条
第
一
項
各
号
に
該
当
す
る
贈
与
、
相
続
、
遺
贈
又
は
譲
渡
に
よ

り
取
得
し
た
家
屋

当
該
贈
与
を
し
た
者
、
当
該
相
続
に
係
る
被
相
続
人
、
当
該
遺
贈
に
係
る
遺
贈
者
又
は
当
該
譲
渡
を

し
た
者
が
当
該
家
屋
の
取
得
を
し
た
日

附
則
第
三
十
三
条
第
十
八
項
中
「
災
害
救
助
法
」
の
下
に
「
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
）
」
を
加
え
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に

定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
五
十
六
条
の
十
四
及
び
第
五
十
六
条
の
八
十
四
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
三
条
の
二
第
一
項
、
第
三
条
の
二
の
二

第
一
項
、
第
四
条
の
五
、
第
十
条
第
四
項
及
び
第
二
十
七
条
の
二
の
改
正
規
定
並
び
に
次
条
及
び
附
則
第
五
条
の
規
定

平
成
二
十
六
年
一
月
一
日

二

附
則
第
十
一
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定

港
湾
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第

号

）
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日



三
四
頁

（
還
付
加
算
金
の
割
合
の
特
例
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
令
（
次
条
及
び
附
則
第
四
条
に
お
い
て
「
新
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第

三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
は
、
還
付
加
算
金
の
う
ち
平
成
二
十
六
年
一
月
一
日
以
後
の
期
間
に
対
応
す
る
も
の
に
つ
い
て
適

用
し
、
同
日
前
の
期
間
に
対
応
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

新
令
附
則
第
十
一
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
施

行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
新
設
さ
れ
、
又
は
増
設
さ
れ
る
同
号
に
規
定
す
る
倉
庫
に
対
し
て
課
す
べ
き
平
成
二
十
六
年
度

以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
新
設
さ
れ
、
又
は
増
設
さ
れ
た
こ
の
政

令
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
令
（
次
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
「
旧
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
一
条
第
二
項
第
一

号
に
規
定
す
る
倉
庫
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

新
令
附
則
第
十
一
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
新
設
さ
れ
、
又
は
増
設
さ
れ
る
同
号
に
掲
げ
る
機
械
設

備
に
対
し
て
課
す
べ
き
平
成
二
十
六
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
新
設
さ
れ
、
又

は
増
設
さ
れ
た
旧
令
附
則
第
十
一
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
機
械
設
備
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な



三
五
頁

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

新
令
附
則
第
十
一
条
第
三
項
第
六
号
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
新
設
さ
れ
、
又
は
増
設
さ
れ
る
同
号
に
掲
げ
る
機
械
設

備
に
対
し
て
課
す
べ
き
平
成
二
十
六
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

４

新
令
附
則
第
十
一
条
第
十
一
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
新
た
に
取
得
さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
設
備
に
対
し
て
課
す

べ
き
平
成
二
十
六
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
新
た
に
取
得
さ
れ
た
旧
令
附
則
第

十
一
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
設
備
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

５

新
令
附
則
第
十
二
条
第
二
十
三
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法

律
第
三
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
（
次
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て
「
新
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十

五
条
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
耐
震
改
修
に
係
る
契
約
が
締
結
さ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
地
方
税
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
三
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
（
次
項
及
び
第
七
項

に
お
い
て
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
五
条
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
耐
震
改
修
に
係
る
契
約
が
締
結
さ
れ
た
場
合
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

６

新
令
附
則
第
十
二
条
第
二
十
九
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
新
法
附
則
第
十
五
条
の
九
第
四
項
に
規
定
す
る
居
住
安
全



三
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改
修
工
事
に
係
る
契
約
が
締
結
さ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
旧
法
附
則
第
十
五
条
の
九
第
四
項
に
規
定
す

る
居
住
安
全
改
修
工
事
に
係
る
契
約
が
締
結
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

７

新
令
附
則
第
十
二
条
第
三
十
六
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
新
法
附
則
第
十
五
条
の
九
第
九
項
に
規
定
す
る
熱
損
失
防

止
改
修
工
事
に
係
る
契
約
が
締
結
さ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
旧
法
附
則
第
十
五
条
の
九
第
九
項
に
規
定

す
る
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
に
係
る
契
約
が
締
結
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
事
業
所
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条

新
令
第
五
十
六
条
の
五
十
七
第
三
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
分
の
法
人
の
事
業
及
び
平
成

二
十
五
年
以
後
の
年
分
の
個
人
の
事
業
（
施
行
日
前
に
廃
止
さ
れ
た
個
人
の
事
業
を
除
く
。
）
に
対
し
て
課
す
べ
き
事
業
所

税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
分
の
法
人
の
事
業
並
び
に
平
成
二
十
五
年
前
の
年
分
の
個
人
の
事

業
及
び
平
成
二
十
五
年
分
の
個
人
の
事
業
で
施
行
日
前
に
廃
止
さ
れ
た
も
の
に
対
し
て
課
す
る
事
業
所
税
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す



三
七
頁

る
。第

三
十
七
条
第
一
号
中
「
三
月
三
十
一
日
」
を
「
一
月
一
日
」
に
改
め
る
。



三
八
頁

理

由

地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
固
定
資
産
税
等
に
係
る
課
税
の
特
例
の
細
目
を
定
め
る
ほ
か
、
所
要

の
規
定
の
整
備
を
行
う
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


